
報告第1号

平成27年度日南町繰越明許費繰越計算書について

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、平成27年度日南

町繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり本議会に報告する。

平成28年6月21日

日南町長 増 原 聡



　一般会計 (単位：円）

既 収 入
特定財源 国県支出金 町　　債 その他

1001
100,000,000 99,587,000 0 0 0 0 99,587,000

1011
2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0 0

1530
97,000,000 57,672,640 0 7,000,000 0 0 50,672,640

1019
66,300,000 66,300,000 0 5,400,000 0 0 60,900,000

1343
13,500,000 13,500,000 0 0 0 0 13,500,000

1030
1,489,000 1,489,000 0 1,489,000 0 0 0

1031
2,400,000 2,400,000 0 2,400,000 0 0 0

1291
5,813,000 5,779,080 0 283,000 0 0 5,496,080

1140
3,714,000 3,714,000 0 1,546,000 0 0 2,168,000

1157
850,000 850,000 0 0 0 0 850,000

1472
8,000,000 8,000,000 0 8,000,000 0 0 0

1532
182,000 182,000 0 114,000 0 0 68,000

1165
9,004,000 5,304,000 0 3,978,000 0 0 1,326,000

1176
12,500,000 12,500,000 0 12,500,000 0 0 0

1458
34,033,000 27,541,000 0 12,216,000 11,800,000 0 3,525,000

1187
9,000,000 9,000,000 0 1,800,000 0 0 7,200,000

1193
商　工　費 商　工　費 264,000 264,000 0 264,000 0 0 0

1118
5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000

1119
83,886,000 64,625,000 0 23,773,960 38,300,000 0 2,551,040

1120
4,400,000 4,400,000 34,000 2,940,000 1,300,000 0 126,000

1499
9,180,000 9,180,000 0 0 6,800,000 0 2,380,000

1125
7,000,000 7,000,000 0 5,286,000 0 0 1,714,000

406,287,720 34,000 90,989,960 58,200,000 0 257,063,760

総　務　費 総務管理費

民　生　費 児童福祉費

総務一般管理事務

農　業　費

林　業　費

土　木　費

道路橋梁費

住　宅　費

旨い野菜の里づくり事
業

畜産振興対策事業

林業一般管理事務

災害復旧費
農林水産施
設災害復旧

費

農　林　水
産　業　費

合　　　　　　　　計

林道新設改良事業

治山事業

観光振興対策事業

道路維持管理事業

道路新設改良事業

橋梁維持管理事業

定住住宅整備事業

耕地災害復旧事業

にちなんブランド化促
進事業

 平成２７年度　日南町繰越明許費繰越計算書

款 項 事  　業　  名 金　　額 翌年度繰越額
  左　　の　　財　　源　　内　　訳

未 収 入 特 定 財 源
一般財源

公共交通確保総合対
策事業

地域子育て支援事業

農業後継者育成対策
事業

堆肥生産施設管理運
営事業

企画一般管理事務

中心地域整備事業

電算管理運営事務

タウンズネット管理運
営事務

青年結婚・UIターン促
進事業



議案第 64号 

 

 

日南町税条例の一部改正について 

 

 

次のとおり、日南町税条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和 22年法律第 67

号）第 96条第 1項の規定により、本議会の議決を求める。 

 

 

平成 28年 6月 21日提出 

 

 

                           日南町長  増 原  聡 

 

 

日南町税条例の一部を改正する条例 

 

 

日南町税条例（昭和 45年条例第 30号）の一部を次のように改正する。 

 

改 正 後 改 正 前 

目次 

第1章 総則 

第1節 通則(第1条-第6条) 

第2節 賦課徴収(第7条-第22条) 

第2章 普通税 

第1節 町民税(第23条-第53条の12) 

第2節 固定資産税(第54条-第79条) 

第3節 軽自動車税(第80条-第91条) 

第4節 町たばこ税(第92条-第102条） 

第5節 鉱産税（第103条-第130条） 

第6節 特別土地保有税(第131条-第140条の7) 

第3章 目的税 

第1節 入湯税(第141条-第151条) 

 附則 

 

附 則 

 

（略） 

 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個

人の町民税の課税の特例） 

第20条の2 所得割の納税義務者が支払を受けるべ

き外国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第

目次 

第1章 総則 

第1節 通則(第1条-第6条) 

第2節 賦課徴収(第7条-第22条) 

第2章 普通税 

第1節 町民税(第23条-第53条の12) 

第2節 固定資産税(第54条-第79条) 

第3節 軽自動車税(第80条-第91条) 

第4節 町たばこ税(第92条-第102条) 

第5節 鉱産税（第103条-第130条） 

第6節 特別土地保有税(第131条-第140条の7) 

第3章 目的税 

第1節 入湯税(第141条-第151条) 

 附則 

 

附 則 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 



144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」と

いう。）第8条第2項に規定する特例適用利子等、

外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定

する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免

除法第16条第2項に規定する特例適用利子等につ

いては、第33条及び第34条の3の規定にかかわら

ず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者

等所得相互免除法第8条第2項（外国居住者等所得

相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において

準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子

等の額（以下この項において「特例適用利子等の

額」という。）に対し、特例適用利子等の額（次

項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の

規定の適用がある場合には、その適用後の金額）

に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当す

る町民税の所得割を課する。 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中

「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附

則第20条の2第1項に規定する特例適用利子等の

額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1

項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び

第7条の3の2第1項の規定の適用については、第

34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第20条の2第1項の規定による町民

税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第

34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1

項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第20条の2第1項の規定による町民税の所得

割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の

2第1項の規定による町民税の所得割の額の合計

額」とする。 

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は附則第20条の2第1項に規定する特例

適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しく

は外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法

律第144号）第7条第10項（同法第11条第8項及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



び第15条第14項において準用する場合を含

む。）に規定する特定対象利子に係る利子所得

の金額、同法第7条第12項（同法第11条第9項及

び第15条第15項において準用する場合を含

む。）に規定する特定対象収益分配に係る配当

所得の金額、同法第7条第16項（同法第11条第

11項及び第15条第17項において準用する場合を

含む。）に規定する特定対象懸賞金等に係る一

時所得の金額若しくは同法第7条第18項（同法

第11条第12項及び第15条第18項において準用す

る場合を含む。）に規定する特定対象給付補塡

金等に係る雑所得等の金額」とする。 

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第20条の2第1項に規定する特例適

用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条

の2第1項の規定による町民税の所得割の額」と

する。 

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居

住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例

適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条

第6項に規定する特例適用配当等又は外国居住者

等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適

用配当等（次項において「特例適用配当等」とい

う。）については、第33条第3項及び第4項の規定

は適用しない。この場合において、当該特例適用

配当等については、同条及び第34四条の3の規定

にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の

外国居住者等所得相互免除法第8条第4項（外国居

住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3

項において準用する場合を含む。）に規定する特

例適用配当等の額（以下この項において「特例適

用配当等の額」という。）に対し、特例適用配当

等の額（第5項第1号の規定により読み替えられた

第34条の2の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）に100分の3の税率を乗じて計算した

金額に相当する町民税の所得割を課する。 

4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得

が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第36

条の2第1項の規定による申告書（その提出期限ま

でに提出されたもの及びその提出期限後において

町民税の納税通知書が送達される時までに提出さ

れたものに限り、その時までに提出された第36条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



の3第1項に規定する確定申告書を含む。）に前項

後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があ

るとき（これらの申告書にその記載がないことに

ついてやむを得ない理由があると町長が認めると

きを含む。）に限り、適用する。 

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中

「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附

則第20条の2第3項後段に規定する特例適用配当

等の額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1

項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び

第7条の3の2第1項の規定の適用については、第

34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第20条の2第3項後段の規定による

町民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7

条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第20条の2第3項後段の規定による町民税

の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

20条の2第3項後段の規定による町民税の所得割

の額の合計額」とする。 

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は附則第20条の2第3項後段に規定する

特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若し

くは外国居住者等の所得に対する相互主義によ

る所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年

法律第144号）第7条第14項（同法第11条第10項

及び第15条第16項において準用する場合を含

む。）に規定する申告不要特定対象配当等に係

る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」と

する。 

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第20条の2第3項後段に規定する特

例適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20

条の2第3項後段の規定による町民税の所得割の

額」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個

人の町民税の課税の特例） 

第20条の3 所得割の納税義務者が支払を受けるべ

き租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律

第46号。以下「租税条約等実施特例法」とい

う。）第34条の2の2第10項に規定する条約適用利

子等については、第33条及及び第34条の3の規定

にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の

同項に規定する条約適用利子等の額（以下この項

において「条約適用利子等の額」という。）に対

し、条約適用利子等の額（次項第1号の規定によ

り読み替えられた第34四条の2の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）に100分の5の税

率から租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項に

規定する限度税率（第3項において「限度税率」

という。）を控除して得た率に5分の3を乗じて得

た率（当該納税義務者が同条第3項の規定の適用

を受ける場合には、100分の3の税率）を乗じて計

算した金額に相当する町民税の所得割を課する。 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中

「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附

則第20条の3第1項に規定する条約適用利子等の

額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1

項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び

第7条の3の2第1項  の規定の適用について

は、第34条の6中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第20条の3第1項の規定に

よる町民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

前段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則

第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第

1項 中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第20条の3第1項の規定による町民

税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第20条の3第1項の規定による町民税の所得割

の額の合計額」とする。 

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は附則第20条の3第1項に規定する条約

適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個

人の町民税の課税の特例） 

第20条の2 所得割の納税義務者が支払を受けるべ

き租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律

第46号。以下「租税条約等実施特例法」とい

う。）第34条の2の2第10項に規定する条約適用利

子等については、第33条及及び第34条の3の規定

にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の

同項に規定する条約適用利子等の額（以下この項

において「条約適用利子等の額」という。）に対

し、条約適用利子等の額（次項第1号の規定によ

り読み替えられた第34四条の2の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）に100分の5の税

率から同法              第3条の2の2第1項に

規定する限度税率（第3項において「限度税率」

という。）を控除して得た率に5分の3を乗じて得

た率（当該納税義務者が同条第3項の規定の適用

を受ける場合には、100分の3の税率）を乗じて計

算した金額に相当する町民税の所得割を課する。 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中

「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附

則第20条の2第1項に規定する条約適用利子等の

額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1

項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び

附則第7条の3の2第1項の規定の適用について

は、第34条の6中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第20条の2第1項の規定に

よる町民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の

2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第20条の2第1項の規定による町民

税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第20条の2第1項の規定による町民税の所得割

の額の合計額」とする。 

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は附則第20条の2第1項に規定する条約

適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金



額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しく

は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年

法律第46号）第3条の2第16項に規定する特定利

子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定す

る特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第

22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の

金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補

填金等に係る雑所得等の金額 」とする。 

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第20条の3第1項に規定する条約適

用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条

の3第1項の規定による町民税の所得割の額」と

する。 

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条

約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条

約適用配当等（次項において「条約適用配当等」

という。）については、第33条第3項及び第4項の

規定は適用しない。この場合において、当該条約

適用配当等については、同条及び 第34条の3の

規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年

中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に

規定する条約適用配当等の額（以下この項におい

て「条約適用配当等の額」という。）に対し、条

約適用配当等の額（第5項第1号の規定により読み

替えられた第34条の2の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）に100分の5の税率から限

度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率

（当該納税義務者が租税条約等実施特例法第3条

の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100

分の3の税率）を乗じて計算した金額に相当する

町民税の所得割を課する。 

4  (略) 

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中

「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附

則第20条の3第3項後段に規定する条約適用配当

等の額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1

項並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び

第7条の3の2第1項  の規定の適用について

額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しく

は租税条約等実施特例法                 

                      

      第3条の2第16項に規定する特定利

子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定す

る特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第

22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の

金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補

てん金等に係る雑所得等の金額」とする。 

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第20条の2第1項に規定する条約適

用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条

の2第1項の規定による町民税の所得割の額」と

する。 

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条

約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条

約適用配当等（次項において「条約適用配当等」

という。）については、第33条第3項及び第4項の

規定は適用しない。この場合において、当該条約

適用配当等については、第33条及び第34条の3の

規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年

中の同法        第3条の2の2第12項に

規定する条約適用配当等の額（以下この項におい

て「条約適用配当等の額」という。）に対し、条

約適用配当等の額（第5項第1号の規定により読み

替えられた第34条の2の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）に100分の5の税率から限

度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率

（当該納税義務者が同法        第3条

の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100

分の3の税率）を乗じて計算した金額に相当する

町民税の所得割を課する。 

4  (略) 

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中

「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附

則第20条の2第3項  に規定する条約適用配当

等の額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1

項、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び

附則第7条の3の2第1項の規定の適用について



は、第34条の6中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第20条の3第3項後段の規

定による町民税の所得割の額」と、第34条の7

第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項並びに

附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3

の2第1項  中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第20条の3第3項後段の規定

による町民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第20条の3第3項後段の規定による町

民税の所得割の額の合計額」と            

                                             

        する。 

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又 

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は附則第20条の3第3項後段に規定する

条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若し

くは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税

法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44

年法律第46号）第3条の2第20項に規定する申告

不要特定配当等に係る利子所得の金額若しくは

配当所得の金額」とする。 

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第20条の3第3項後段に規定する条

約適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20

条の3第3項後段の規定による町民税の所得割の

額」とする。 

6 6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定

の適用がある場合（第3項後段の規定の適用があ

る場合を除く。）における第34条の9の規定の適

用については、同条第1項中「又は同条第6項」と

あるのは「若しくは附則第20条の3第3項前段に規

定する条約適用配当等（以下「条約適用配当等」

という。）に係る所得が生じた年の翌年の4月1日

の属する年度分の第36条の2第1項の規定による申

告書（その提出期限後において町民税の納税通知

書が送達される時までに提出されたもの及びその

時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書

を含む。）にこの項の規定の適用を受けようとす

る旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に

関する事項の記載がある場合（これらの申告書に

は、第34条の6中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第20条の2第3項  の規

定による町民税の所得割の額」と、第34条の7

第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則

第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条

の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第20条の2第3項  の規定

による町民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第20条の2第3項  の規定による町

民税の所得割の額の合計額」と、第34条の9第1

項中「第33条第4項」とあるのは「附則第20条

の2第4項」とする。 

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は附則第20条の2第3項  に規定する

条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若し

くは租税条約等実施特例法               

                      

       第3条の2第20項に規定する申告

不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当

所得  の金額」とする。 

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに附則第20条の2第3項  に規定する条

約適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20

条の2第3項  の規定による町民税の所得割の

額」とする。 

6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定

の適用がある場合（第3項後段の規定の適用があ

る場合を除く。）における第34条の9の規定の適

用については、同条第1項中「又は同条第6項」と

あるのは「若しくは附則第20条の2第3項  に規

定する条約適用配当等（以下「条約適用配当等」

という。）に係る所得が生じた年の翌年の4月1日

の属する年度分の第36条の2第1項の規定による申

告書（その提出期限後において町民税の納税通知

書が送達される時までに提出されたもの及びその

時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書

を含む。）にこの項の規定の適用を受けようとす

る旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に

関する事項の記載がある場合（これらの申告書に



これらの記載がないことについてやむを得ない理

由があると町長が認めるときを含む。）であっ

て、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算

の基礎となつた条約適用配当等の額について租税

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46

号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第

3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の

規定により配当割額を課されたとき、又は第33条

第6項」と、同条第3項中「法第37条の4」とある

のは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の

規定により読み替えて適用される法第37条の4」

とする。 

これらの記載がないことについてやむを得ない理

由があると町長が認めるときを含む。）であっ

て、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算

の基礎となつた条約適用配当等の額について租税

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46

号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第

3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の

規定により配当割額を課されたとき、又は第33条

第6項」と、同条第3項中「法第37条の4」とある

のは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の

規定により読み替えて適用される法第37条の4」

とする。 

備考 改正部分は下線の部分である。  

 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、所得税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第15号）附則第1条第5号に掲げ

る規定の施行の日から施行する。 

（経過措置） 

2 この条例による改正後の町税条例附則第20条の2の規定は、この条例の施行の日（以下この項

において「施行日」という。）の属する年の翌年1月1日（施行日が平成29年1月1日である場合

には、同日）以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第

12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は

同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しく

は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る個人の町民税について適用する。 



議案第 65号 

 

 

日南町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 

次のとおり、日南町国民健康保険税条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和

22年法律第 67号）第 96条第 1項の規定により、本議会の議決を求める。 

 

 

平成 28年 6月 21日提出 

 

 

日南町長  増 原  聡 

 

 

日南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 

日南町国民健康保険税条例（昭和 45年条例第 31号）の一部を次のように改正する。 

 

改 正 後 改 正 前 

附 則 

1～9 （略） 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外

国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法

律第144号）第8条第2項に規定する特例適用利

子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利

子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用

利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所

得、一時所得及び雑所得を有する場合におけ

る第3条、第6条、第8条及び第23条の規定の適

用については、第3条第1項中「山林所得金額

の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所

得金額並びに外国居住者等の所得に対する相

互主義による所得税等の非課税等に関する法

律（昭和37年法律第144号）第8条第2項（同法

第12条第5項及び第16条第2項において準用す

る場合を含む。）に規定する特例適用利子等

の額（以下この条及び第23条において「特例

適用利子等の額」という。）の合計額から法

第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計

附 則 

1～9 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適

用利子等の額の合計額」と、同条第2項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は特例適用利子等の額」と、第23

条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに特例適用利子等の額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外

国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に

規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に

規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項

に規定する特例適用配当等に係る利子所得、

配当所得及び雑所得を有する場合における第3

条、第6条、第8条及び第23条の規定の適用に

ついては、第3条第1項中「山林所得金額の合

計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金

額並びに外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律第8

条第4項（同法第12条第6項及び第16条第3項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する特

例適用配当等の額（以下この条及び第23条に

おいて「特例適用配当等の額」という。）の

合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所

得金額の合計額」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用配当等の額の合計額」と、同

条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等

の額」と、第23条中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに特例適用配当等の

額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

12 （略） 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

13 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

10 （略） 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

11 （略） 

備考 改正部分は下線の部分である。 

 

附 則 

（施行期日） 



1 この条例は、所得税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第15号）附則第1条第5号に掲げ

る規定の施行の日から施行する。 

（適用区分） 

2 この条例による改正後の日南町国民健康保険税条例附則第10項及び第11項の規定は、この条例

の施行の日（以下この項において「施行日」という。）の属する年の翌年1月1日（施行日が平

成29年1月1日である場合には、同日）以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相

互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第8条第2項に規定する

特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定

する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定す

る特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税に

ついて適用する。 



議案第66号

ᖹ成28ᖺ度日༡町一般会計補正予算㸦第1号㸧

ᖹ成28ᖺ度日༡町ࡢ一般会計補正予算㸦第1号㸧ࠊࡣ次に定めࢁࡇࡿによࠋࡿ

㸦歳入歳出予算ࡢ補正㸧

第㸯条 歳入歳出予算ࡢ総額に歳入歳出99,771ࢀࡒࢀࡑ千を追加ࠊࡋ歳入歳出予算ࡢ総額を歳入歳出6,513,058ࢀࡒࢀࡑ千ࠋࡿࡍ

㸰 歳入歳出予算ࡢ補正ࡢ款項ࡢ区分及び当該区分ࡢࡈ金額並びに補正後ࡢ歳入歳出予算ࡢ金額ࠕࠊࡣ第㸯表 歳入歳出予算補正ࠖに

よࠋࡿ

㸦地方債ࡢ補正㸧

第㸰条 地方債ࡢ変更ࠕࠊࡣ第㸰表 地方債補正ࠖによࠋࡿ

ᖹ成28ᖺ6᭶21日提出

鳥取県 日༡町長 増 原 聡



歳　入 㸦単位：千㸧

款 項 補正前の額 補正額 計

11 分担金及び㈇担金 2,707 2,250 4,957

1 分担金 300 2,250 2,550

13 国庫支出金 456,844 1,273 458,117

2 国庫補助金 281,427 1,273 282,700

14 県支出金 981,904 34,581 1,016,485

2 県補助金 768,223 28,881 797,104

3 委託金 123,377 5,700 129,077

15 ㈈産収入 75,308 432 75,740

2 ㈈産売払収入 52,322 432 52,754

18 繰越金 30,000 42,533 72,533

1 繰越金 30,000 42,533 72,533

19 諸収入 262,454 1,702 264,156

7 雑入 48,445 1,702 50,147

20 町債 857,151 17,000 874,151

1 町債 857,151 17,000 874,151

歳               入               合               計 6,413,287 99,771 6,513,058

1  (一般会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 㸯 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正



歳　出 㸦単位：千㸧

款 項 補正前の額 補正額 計

1 議会費 74,951 △2,582 72,369

1 議会費 74,951 △2,582 72,369

2 総務費 791,784 22,925 814,709

1 総務管理費 718,032 22,925 740,957

3 民生費 1,196,530 1,273 1,197,803

1 社会福祉費 841,224 1,273 842,497

4 衛生費 1,175,382 4,751 1,180,133

1 保健衛生費 314,107 4,751 318,858

6 農林水産業費 1,338,556 71,805 1,410,361

1 農業費 984,826 12,323 997,149

2 林業費 353,730 59,482 413,212

7 商工費 30,566 114 30,680

1 商工費 30,566 114 30,680

8 土木費 567,303 1,469 568,772

5 住宅費 48,902 1,469 50,371

10 教育費 425,577 16 425,593

5 社会教育費 151,263 16 151,279

歳               出               合               計 6,413,287 99,771 6,513,058

2  (一般会計)



 3　（一般会計）

（変更） （単位　千円）

限度額 起債の方法 利　　　　率 償 還 の 方 法 限度額 起債の方法 利　　　率 償還の方法

過 疎 対 策 事 業 550,300

証 書 借 入

又は証券発行

10％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入

れる資金について利率

の見直しを行った後に

おいては、当該見直し

後の利率）

  政府その他の資金の

借入れについては、そ

の融資条件による。

  ただし書当初に同じ

567,300 補正前に同じ 補正前に同じ 補正前に同じ

第第第第２２２２表表表表　　　　地 方 債 補 正地 方 債 補 正地 方 債 補 正地 方 債 補 正

起 債 の 目 的

補　　　　　　　正　　　　　　　前 補　　　　　　　正　　　　　　　後



ᖹ成「8ᖺ度日༡町一般会計補正予算㸦第1号㸧に関ࡿࡍ説明書



㸯　総　括
㸦歳　入㸧 㸦単位：千㸧

款 補正前の額 補正額 計

11 分担金及び㈇担金 2,707 2,250 4,957

13 国庫支出金 456,844 1,273 458,117

14 県支出金 981,904 34,581 1,016,485

15 ㈈産収入 75,308 432 75,740

18 繰越金 30,000 42,533 72,533

19 諸収入 262,454 1,702 264,156

20 町債 857,151 17,000 874,151

　　　　 歳          入          合          計 6,413,287 99,771 6,513,058

1  (一般会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書



㸦歳　出㸧 㸦単位：千㸧

補　正　額　の　㈈　源　ෆ　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　㈈　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

1 議会費 74,951 △2,582 72,369 △2,582

2 総務費 791,784 22,925 814,709 3,817 17,000 1,700 408

3 民生費 1,196,530 1,273 1,197,803 1,273

4 衛生費 1,175,382 4,751 1,180,133 4,751

6 農林水産業費 1,338,556 71,805 1,410,361 30,764 2,684 38,357

7 商工費 30,566 114 30,680 114

8 土木費 567,303 1,469 568,772 1,469

10 教育費 425,577 16 425,593 16

 歳     出     合     計 6,413,287 99,771 6,513,058 35,854 17,000 4,384 42,533

一 般 ㈈ 源

2  (一般会計)



㸰　歳　入

㸦款㸧 11  分担金及び㈇担金                        㸦項㸧 1  分担金 㸦単位：千㸧

節

区　　　　　分 金　　額

  6 農林水産業費分担金 0 2,250 2,250   1 農業費分担金 1,050 土地改良事業費分担金 1,050

  2 林業費分担金 1,200 県単治山事業費分担金 1,200

　 　　計 300 2,250 2,550

㸦款㸧 13  国庫支出金                              㸦項㸧 2  国庫補助金

  3 民生費国庫補助金 56,410 1,273 57,683   1 社会福祉費補助金 1,273 臨時福祉給付金給付事務費補助金 1,273

　 　　計 281,427 1,273 282,700

㸦款㸧 14  県支出金                                㸦項㸧 2  県補助金

  2 総務費県補助金 28,991 3,817 32,808   1 総務管理費補助金 3,817 中山間地域路線維持費補助金 3,817

  6 農林水産業費県補助金 665,917 25,064 690,981   1 農業費補助金 3,814 がんばる農家ࣉラン事業費補助金 △1,691

鳥取県集落営農体制強化支援事業補助金 3,654

就農条件整備事業補助金 1,851

  2 林業費補助金 21,250 県単治山事業費補助金 21,250

　 　　計 768,223 28,881 797,104

㸦款㸧 14  県支出金                                㸦項㸧 3  委託金

  6 農林水産業費委託金 18 5,700 5,718   1 農業費委託金 5,700 経営体育成基盤整備事業換地業務委託金 5,700

　 　　計 123,377 5,700 129,077

3  (一般会計)

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



㸦款㸧 15  ㈈産収入                                㸦項㸧 2  ㈈産売払収入 㸦単位：千㸧

節

区　　　　　分 金　　額

  1 不動産売払収入 50,757 432 51,189   2 立竹木売払収入 432 町有林間伐材等売払収入 432

　 　　計 52,322 432 52,754

㸦款㸧 18  繰越金                                  㸦項㸧 1  繰越金

  1 繰越金 30,000 42,533 72,533   1 繰越金 42,533 前年度繰越金 42,533

　 　　計 30,000 42,533 72,533

㸦款㸧 19  諸収入                                  㸦項㸧 7  雑入

  5 雑入 46,945 1,702 48,647  90 雑入 1,702 雑入[特定㈈源] 2

自治総合センタ࣮助成金 1,700

　 　　計 48,445 1,702 50,147

㸦款㸧 20  町債                                    㸦項㸧 1  町債

 12 過疎債 717,700 17,000 734,700   1 過疎債 17,000 過疎対策事業債 17,000

　 　　計 857,151 17,000 874,151

4  (一般会計)

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



㸱　歳　出

㸦款㸧 1  議会費                                   㸦項㸧 1  議会費 㸦単位：千㸧

補 正 額 の ㈈ 源 ෆ 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　㈈　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

  1 議会費 74,951 △2,582 72,369 △2,582   1 報酬 △2,652 議会活動 △2,582  

  3 職員手当等 △835

  9 旅費 755

 14 使用料及び賃 150

借料

　計 74,951 △2,582 72,369 △2,582

㸦款㸧 2  総務費                                   㸦項㸧 1  総務管理費

 10 諸費 208,912 22,925 231,837 3,817 17,000 1,700 408  12 役務費 30 青年結婚࣭ＵⅠタ࣮ン促進事業

 14 使用料及び賃 875 公共交通確保総合対策事業 22,925  

借料

 18 備品購入費 22,000

 27 公課費 20

　計 718,032 22,925 740,957 3,817 17,000 1,700 408

㸦款㸧 3  民生費                                   㸦項㸧 1  社会福祉費

  1 社会福祉総 329,719 1,273 330,992 1,273   4 共済費 115 臨時福祉給付金࣭子育て給付金事業 1,273  

務費   7 賃金 750

 11 需用費 30

 12 役務費 368

 14 使用料及び賃 10

借料

　計 841,224 1,273 842,497 1,273

5  (一般会計)

節

一般㈈源



㸦款㸧 4  衛生費                                   㸦項㸧 1  保健衛生費 㸦単位：千㸧

補 正 額 の ㈈ 源 ෆ 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　㈈　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

  4 環境衛生費 223,621 4,751 228,372 4,751  13 委託料 4,751 環境保全対策事業 431  

新エネルギ࣮推進事業 4,320  

　計 314,107 4,751 318,858 4,751

㸦款㸧 6  農林水産業費                             㸦項㸧 1  農業費

  2 農業総務費 129,712 4,000 133,712 1,851 2,149  19 ㈇担金補助及 4,000 農業後継者育成対策事業 4,000  

び交付金

  3 農業振興費 535,329 2,523 537,852 1,963 1,052 △492  12 役務費 240 㸰㸯世紀水田農業確立対策事業 △5,075  

 13 委託料 500 中山間地域等直接支払推進事業 2  

 14 使用料及び賃 300 ランド化促進事業ࣈん࡞ち 1,040  

借料 集落営農支援事業 5,482  

 19 ㈇担金補助及 1,457 経営所得安定対策事業 1,050  

び交付金 鳥獣被害対策事業 24  

 23 償還金利子及 26

び割引料

  5 農地費 291,257 5,800 297,057 5,700 100   7 賃金 1,470 農道等維持管理事業 100  

  8 報償費 476 単県土地改良事業 5,700  

 11 需用費 134

 13 委託料 3,720

　計 984,826 12,323 997,149 9,514 1,052 1,757

節

一般㈈源

6  (一般会計)



㸦款㸧 6  農林水産業費                             㸦項㸧 2  林業費 㸦単位：千㸧

補 正 額 の ㈈ 源 ෆ 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　㈈　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

  2 林業振興費 219,902 432 220,334 432  16 原材料費 432 町造林事業 432  

  3 林道費 91,381 59,050 150,431 21,250 1,200 36,600  13 委託料 6,000 治山事業 59,050  

 15 工事請㈇費 52,500

 17 公有㈈産購入 550

費

　計 353,730 59,482 413,212 21,250 1,632 36,600

㸦款㸧 7  商工費                                   㸦項㸧 1  商工費

  2 観光費 13,359 114 13,473 114  12 役務費 114 公園施設管理事務 114  

　計 30,566 114 30,680 114

㸦款㸧 8  土木費                                   㸦項㸧 5  住宅費

  1 住宅管理費 10,302 1,469 11,771 1,469  11 需用費 1,469 住宅管理事務 1,469  

 12 役務費 △10

 13 委託料 10

　計 48,902 1,469 50,371 1,469

7  (一般会計)

節

一般㈈源



㸦款㸧 10  教育費                                  㸦項㸧 5  社会教育費 㸦単位：千㸧

補 正 額 の ㈈ 源 ෆ 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　㈈　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

  1 社会教育総 21,399 16 21,415 16  19 ㈇担金補助及 16 青少年健全育成事業 16  

務費 び交付金

　計 151,263 16 151,279 16

節

一般㈈源

8  (一般会計)



㸦一般会計㸧ࠉ9ࠉ 

報 ࠉ酬 給  料 期末手当 調整手当 寒冷地手当 手当ࡢ他ࡢࡑ 計

長ࠉ等 0 0

議ࠉ員 △ 1 △ 「,65「 △ 8」5 △ 」,487 △ 」,487

他ࡢࡑ 0 0

計 △ 1 △ 「,65「 0 △ 8」5 △ 」,487 △ 」,487

長ࠉ等 3 24,360 7,674 32,034 6,134 38,168

議ࠉ員 12 33,312 10,494 43,806 13,169 56,975

他ࡢࡑ 385 19,735 280 20,015 0 20,015

計 400 53,047 24,360 18,168 280 95,855 19,303 115,158

長ࠉ等 3 0 24,360 7,674 0 0 0 32,034 6,134 38,168

議ࠉ員 11 30,660 0 9,659 0 0 0 40,319 13,169 53,488

他ࡢࡑ 385 19,735 0 0 0 0 280 20,015 0 20,015

計 399 50,395 24,360 17,333 0 0 280 92,368 19,303 111,671

給ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ与ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ費
共ࠉ済ࠉ費 合ࠉࠉ計 備ࠉࠉ考

補正額

補正前
額ࠉࡢ

合 計

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書
㸯．特 別 職

㸦༢位ࠉ千㸧

区ࠉࠉ分
職員数
㸦人㸧



㸦一般会計㸧 千㸧ࠉ༢位。ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

当 該 ᖺ 度 中
起債見込額ࠊ補正額

当 該 ᖺ 度 中
元 金 償 還 見 込 額

ࠝ17,000ࠞ ࠝ1,700ࠞ
㸯．普ࠉ通ࠉ債 5,143,838 5,936,684 852,151 573,866 6,214,969

ձ 土 木 197,019 155,620 0 42,736 112,884

ղ 衛 生 43,430 41,856 0 5,774 36,082

ճ 農 林 水 産 189,735 104,925 0 59,735 45,190

մ 公 ᭷ 林 27,768 23,231 0 4,612 18,619

յ 防 災 31,900 92,988 0 6,367 86,621

ն 学 校 70,181 59,579 0 10,863 48,716

ࠝ17,000ࠞ ࠝ1,700ࠞ
շ 過 疎 2,961,702 3,685,994 550,300 284,633 3,951,661

ո 過 疎 地 域 自 立 促 進 108,664 393,319 167,400 23,562 537,157

չ 臨 時 財 政 特 例 債 7,152 4,871 0 2,382 2,489

պ 地域総合整備事業債 12,500 6,250 0 6,250 0

ջ 減税補填・臨時税収 1,485,387 1,362,451 134,451 124,152 1,372,750

補填・臨時財政対策債

ռ 総 務 8,400 5,600 0 2,800 2,800

地方債ࡢ前々ᖺ度末におけࡿ現在高並びに前ᖺ度末及び
当該ᖺ度末におけࡿ現在高ࡢ見込に関ࡿࡍ調書㸦補正㸧

区ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ分 前 々 ᖺ 度 末 現 在 高 前ᖺ度末現在高見込額
当 該 ᖺ 度 中 増 減 見 込 

当 該 ᖺ 度 末
現 在 高 見 込 額

㸦一般会計㸧 ࠉ10 



㸦一般会計㸧 ࠉ11 

㸦一般会計㸧 千㸧ࠉ༢位。ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

当 該 ᖺ 度 中
起債見込額ࠊ補正額

当 該 ᖺ 度 中
元 金 償 還 見 込 額

区ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ分 前 々 ᖺ 度 末 現 在 高 前ᖺ度末現在高見込額
当 該 ᖺ 度 中 増 減 見 込 

当 該 ᖺ 度 末
現 在 高 見 込 額

㸰．災ࠉ害ࠉ復ࠉ旧ࠉ債 112,074 95,313 5,000 16,713 83,600

ձ 土 木 112,074 95,313 5,000 16,713 83,600

ղ 農 林 水 産 0 0 0 0 0

ճࡑࠉ ࡢ 他 0 0 0 0 0

17,000 17,000

857,151 590,579 6,298,569

5,255,912 6,031,997 874,151 590,579 6,315,569

補ࠉࠉࠉ正ࠉࠉࠉ額

補ࠉ正ࠉ前ࠉࡢࠉ額

合ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ計



議案第67号

ᖹ成「8ᖺ度日南町国民健康保険特別会計補正予算㸦第1号㸧

ᖹ成「8ᖺ度日南町ࡢ国民健康保険特別会計補正予算㸦第1号㸧ࠊࡣ次に定めࡿとࢁࡇにࠋࡿࡼ

㸦歳入歳出予算ࡢ補正㸧

第㸯条 歳入歳出予算ࡢ総額かࡽ歳入歳出7,671ࢀࡒࢀࡑ千円を減額しࠊ歳入歳出予算ࡢ総額を歳入歳出795,8ࢀࡒࢀࡑ」」千円とすࠋࡿ

㸰 事業勘定ࡢ歳入歳出予算ࡢ補正ࡢ款項ࡢ区分及び当該区分ࡈとࡢ金額並びに補正後ࡢ歳入歳出予算ࡢ金額ࠕࠊࡣ第㸯表 歳入歳出

予算補正ࠖにࠋࡿࡼ

ᖹ成「8ᖺ6月「1日提出

鳥取県 日南町長 増 原 聡



歳　入 㸦単位：千㸧

款 項 補正前の額 補正額 計

3 国庫支出金 149,653 937 150,590

1 国庫㈇担金 104,566 0 104,566

2 国庫補助金 45,087 937 46,024

8 繰入金 107,770 2,209 109,979

2 基金繰入金 62,025 2,209 64,234

11 前期高齢者交付金 220,731 △10,817 209,914

1 前期高齢者交付金 220,731 △10,817 209,914

歳               入               合               計 803,504 △7,671 795,833

1  医国保会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 㸯 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正



歳　出 㸦単位：千㸧

款 項 補正前の額 補正額 計

1 総務費 18,730 2,463 21,193

1 総務管理費 16,681 2,463 19,144

9 介護納付金 28,779 △4,177 24,602

1 介護納付金 28,779 △4,177 24,602

10 後期高齢者支援金等 69,038 △5,957 63,081

1 後期高齢者支援金等 69,038 △5,957 63,081

歳               出               合               計 803,504 △7,671 795,833

2  医国保会計)





ᖹ成「8ᖺ度日南町国民健康保険特別会計補正予算㸦第1号㸧に関すࡿ説明書



㸯　総　括
㸦歳　入㸧 㸦単位：千㸧

款 補正前の額 補正額 計

3 国庫支出金 149,653 937 150,590

8 繰入金 107,770 2,209 109,979

11 前期高齢者交付金 220,731 △10,817 209,914

　　　　 歳          入          合          計 803,504 △7,671 795,833

1  医国保会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書



㸦歳　出㸧 㸦単位：千㸧

補　正　額　の　㈈　源　ෆ　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　㈈　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

1 総務費 18,730 2,463 21,193 937 1,526

2 保険給付費 490,648 0 490,648 10,134 △10,134

9 介護納付金 28,779 △4,177 24,602 △1,204 △2,973

10 後期高齢者支援金等 69,038 △5,957 63,081 △8,930 2,973

 歳     出     合     計 803,504 △7,671 795,833 937 △8,608

一 般 ㈈ 源

2  医国保会計)



㸰　歳　入

㸦款㸧 3  国庫支出金                               㸦項㸧 1  国庫㈇担金 㸦単位：千㸧

節

༊　　　　　分 金　　額

  2 療養給付費等㈇担金 100,624 0 100,624   1 現年度分 療養給付費等国庫㈇担金 4,177

老人保健་療費拠出金分㈇担金 △2,973

介護納付金㈇担金 △1,204

　 　　計 104,566 0 104,566

㸦款㸧 3  国庫支出金                               㸦項㸧 2  国庫補助金

  2 ㈈政調整交付金 45,087 937 46,024   1 調整交付金 937 特別調整交付金 937

　 　　計 45,087 937 46,024

㸦款㸧 8  繰入金                                   㸦項㸧 2  基金繰入金

  1 国保㈈政調整基金繰入金 62,025 2,209 64,234   1 国保㈈政調整基金繰入 2,209 国保㈈政調整基金繰入金 2,209

金

　 　　計 62,025 2,209 64,234

㸦款㸧 11  前期高齢者交付金                        㸦項㸧 1  前期高齢者交付金

  1 前期高齢者交付金 220,731 △10,817 209,914   1 現年度分 △10,817 前期高齢者交付金 △10,817

　 　　計 220,731 △10,817 209,914

3  医国保会計)

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



㸱　歳　出

㸦款㸧 1  総務費                                   㸦項㸧 1  総務管理費 㸦単位：千㸧

補 正 額 の ㈈ 源 ෆ 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　㈈　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 ༊　　分 金　額

  1 一般管理費 16,681 2,463 19,144 937 1,526  13 委託料 2,463 国保事業一般管理事務 2,463  

　計 16,681 2,463 19,144 937 1,526

㸦款㸧 2  保険給付費                               㸦項㸧 1  療養諸費

  1 一般被保険 390,000 0 390,000 10,134 △10,134 保険給付事業

者療養給付   

費

　計 427,568 0 427,568 10,134 △10,134

㸦款㸧 9  介護納付金                               㸦項㸧 1  介護納付金

  1 介護納付金 28,779 △4,177 24,602 △1,204 △2,973  19 ㈇担金補助及 △4,177 介護納付金 △4,177  

び交付金

　計 28,779 △4,177 24,602 △1,204 △2,973

㸦款㸧 10  後期高齢者支援金等                      㸦項㸧 1  後期高齢者支援金等

  1 後期高齢者 69,032 △5,957 63,075 △8,930 2,973  19 ㈇担金補助及 △5,957 後期高齢者支援金 △5,957  

支援金 び交付金

　計 69,038 △5,957 63,081 △8,930 2,973

節

一般㈈源

4  医国保会計)



議案第68号

ᖹ成28ᖺ度日南町簡易水道事業特別会計補正予算㸦第1号㸧

ᖹ成28ᖺ度日南町ࡢ簡易水道事業特別会計補正予算㸦第1号㸧ࠊࡣ次に定めࡿとࢁࡇによࠋࡿ

㸦歳入歳出予算ࡢ補正㸧

第㸯条 歳入歳出予算ࡢ総額に歳入歳出150ࢀࡒࢀࡑ千円を追加しࠊ歳入歳出予算ࡢ総額を歳入歳出300,162ࢀࡒࢀࡑ千円とすࠋࡿ

㸰 歳入歳出予算ࡢ補正ࡢ款項ࡢ区分及び当該区分ࡈとࡢ金額並びに補正後ࡢ歳入歳出予算ࡢ金額ࠕࠊࡣ第㸯表 歳入歳出予算補正ࠖに

よࠋࡿ

ᖹ成28ᖺ6月21日提出

鳥取県 日南町長 増 原 聡



歳　入 㸦単位：千㸧

款 項 補正前の額 補正額 計

1 水道料金 69,590 150 69,740

1 水道料 69,590 150 69,740

歳               入               合               計 300,012 150 300,162

1  (簡水会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 㸯 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正



歳　出 㸦単位：千㸧

款 項 補正前の額 補正額 計

1 業務費 62,653 150 62,803

1 施設管理費 62,653 150 62,803

歳               出               合               計 300,012 150 300,162

2  (簡水会計)





ᖹ成「8ᖺ度日南町簡易水道事業特別会計補正予算㸦第1号㸧に関すࡿ説明書



㸯　総　括
㸦歳　入㸧 㸦単位：千㸧

款 補正前の額 補正額 計

1 水道料金 69,590 150 69,740

　　　　 歳          入          合          計 300,012 150 300,162

1  (簡水会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書



㸦歳　出㸧 㸦単位：千㸧

補　正　額　の　財　源　ෆ　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

1 業務費 62,653 150 62,803 150

 歳     出     合     計 300,012 150 300,162 150

一 般 財 源

2  (簡水会計)



㸰　歳　入

㸦款㸧 1  水道料金                                 㸦項㸧 1  水道料 㸦単位：千㸧

節

区　　　　　分 金　　額

  1 水道料 69,590 150 69,740   1 水道料 150 水道料 150

　 　　計 69,590 150 69,740

3  (簡水会計)

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



㸱　歳　出

㸦款㸧 1  業務費                                   㸦項㸧 1  施設管理費 㸦単位：千㸧

補 正 額 の 財 源 ෆ 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

  1 施設管理費 62,653 150 62,803 150  23 償還金利子及 150 簡易水道事業 150  

び割引料

　計 62,653 150 62,803 150

節

一般財源

4  (簡水会計)



㸦地方債ࡢ補正㸧
第㸰条ࠉ地方債ࡢ変更ࠕࠊࡣ第㸰表ࠉ地方債補正ࠖによࠋࡿ

議案第69号

ᖹ成28ᖺ度日南町農業集落排水事業特別会計補正予算㸦第1号㸧

ᖹ成28ᖺ度日南町ࡢ農業集落排水事業特別会計補正予算㸦第1号㸧ࠊࡣ次に定めࡿとࢁࡇによࠋࡿ

㸦歳入歳出予算ࡢ補正㸧

第㸯条 歳入歳出予算ࡢ総額に歳入歳出70ࢀࡒࢀࡑ千円を追加しࠊ歳入歳出予算ࡢ総額を歳入歳出195,914ࢀࡒࢀࡑ千円とすࠋࡿ

㸰 歳入歳出予算ࡢ補正ࡢ款項ࡢ区分及び当該区分ࡈとࡢ金額並びに補正後ࡢ歳入歳出予算ࡢ金額ࠕࠊࡣ第㸯表 歳入歳出予算補正ࠖ

によࠋࡿ

ᖹ成28ᖺ6月21日提出

鳥取県 日南町長 増 原 聡



歳　入 㸦単位：千㸧

款 項 補正前の額 補正額 計

1 下水道料金 74,470 70 74,540

1 下水道料 74,470 70 74,540

歳               入               合               計 195,844 70 195,914

1  (農集会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 㸯 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正



歳　出 㸦単位：千㸧

款 項 補正前の額 補正額 計

1 業務費 96,893 70 96,963

1 施設管理費 96,893 70 96,963

歳               出               合               計 195,844 70 195,914

2  (農集会計)





ᖹ成「8ᖺ度日南町農業集落排水事業特別会計補正予算㸦第1号㸧に関すࡿ説明書



㸯　総　括
㸦歳　入㸧 㸦単位：千㸧

款 補正前の額 補正額 計

1 下水道料金 74,470 70 74,540

　　　　 歳          入          合          計 195,844 70 195,914

1  (農集会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書



㸦歳　出㸧 㸦単位：千㸧

補　正　額　の　財　源　ෆ　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

1 業務費 96,893 70 96,963 70

 歳     出     合     計 195,844 70 195,914 70

一 般 財 源

2  (農集会計)



㸰　歳　入

㸦款㸧 1  下水道料金                               㸦項㸧 1  下水道料 㸦単位：千㸧

節

区　　　　　分 金　　額

  1 下水道料 74,470 70 74,540   1 下水道料 70 下水道料㸦農集分㸧 70

　 　　計 74,470 70 74,540

3  (農集会計)

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



㸱　歳　出

㸦款㸧 1  業務費                                   㸦項㸧 1  施設管理費 㸦単位：千㸧

補 正 額 の 財 源 ෆ 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

  1 一般管理費 58,354 70 58,424 70  23 償還金利子及 70 農業集落排水一般管理業務 70  

び割引料

　計 96,893 70 96,963 70

節

一般財源

4  (農集会計)



議案第70号

ᖹ成28ᖺ度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計補正予算㸦第1号㸧

ᖹ成28ᖺ度日南町ࡢ再生可能エネルギー発電事業特別会計補正予算㸦第1号㸧ࠊࡣ次に定めࡿとࢁࡇによࠋࡿ

㸦歳入歳出予算ࡢ補正㸧

第㸯条 歳入歳出予算ࡢ総額に歳入歳出444ࢀࡒࢀࡑ千円を追加しࠊ歳入歳出予算ࡢ総額を歳入歳出2,345ࢀࡒࢀࡑ千円とすࠋࡿ

㸰 歳入歳出予算ࡢ補正ࡢ款項ࡢ区分及び当該区分ࡈとࡢ金額並びに補正後ࡢ歳入歳出予算ࡢ金額ࠕࠊࡣ第㸯表 歳入歳出予算補正ࠖ

によࠋࡿ

ᖹ成28ᖺ6月21日提出

鳥取県 日南町長 増 原 聡



歳　入 㸦単位：千㸧

款 項 補正前の額 補正額 計

4 繰越金 0 444 444

1 繰越金 0 444 444

歳               入               合               計 1,901 444 2,345

1  (再生可能ｴﾈ)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 㸯 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正



歳　出 㸦単位：千㸧

款 項 補正前の額 補正額 計

1 発電事業費 1,901 444 2,345

1 発電事業費 1,901 444 2,345

歳               出               合               計 1,901 444 2,345

2  (再生可能ｴﾈ)





ᖹ成「8ᖺ度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計補正予算㸦第1号㸧に関すࡿ説明書



㸯　総　括
㸦歳　入㸧 㸦単位：千㸧

款 補正前の額 補正額 計

4 繰越金 0 444 444

　　　　 歳          入          合          計 1,901 444 2,345

1  (再生可能ｴﾈ)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書



㸦歳　出㸧 㸦単位：千㸧

補　正　額　の　財　源　ෆ　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

1 発電事業費 1,901 444 2,345 444

 歳     出     合     計 1,901 444 2,345 444

一 般 財 源

2  (再生可能ｴﾈ)



㸰　歳　入

㸦款㸧 4  繰越金                                   㸦項㸧 1  繰越金 㸦単位：千㸧

節

区　　　　　分 金　　額

  1 繰越金 0 444 444   1 繰越金 444 前年度繰越金 444

　 　　計 0 444 444

3  (再生可能ｴﾈ)

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



㸱　歳　出

㸦款㸧 1  発電事業費                               㸦項㸧 1  発電事業費 㸦単位：千㸧

補 正 額 の 財 源 ෆ 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

  1 発電事業費 1,901 444 2,345 444  13 委託料 444 再生可能エネルギー発電事業 444  

　計 1,901 444 2,345 444

節

一般財源

4  (再生可能ｴﾈ)
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教 育 課

農 業 集 排 特 会

再 生 ｴ ﾈ 特 会

企 ဒ 課

6月　日南ထ議会定例会࠰成28

補正予算説明附属資料

議 会 事 務 局

農 林 課

建 設 課

国 保 特 会

簡 易 水 道 特 会

一 般 会 計

住 民 課

福 祉 保 健 課



ᖹ成 㸰８ ᖺ度ࠉ一般会計補正予算医第㸯号)説明資料

01款ࠉ議ࠉ会ࠉ費

議会事務局

医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 74,951 0 0 0 74,951

補ࠉ正ࠉ額 △ 2,582 0 0 0 △ 2,582

補正後の額 72,369 0 0 0 72,369

○ 事業説明

議員㸯名減㸦議員辞職㸧ࡼる補正

行政視察先㸦宮城県ࠊ長野県等㸧の決定ࡼる補正

○ 執行経費

報酬 △ 2,652 千

△221,000×12ヶ᭶

議員期ᮎ手当 △ 835 千

△221,000×1.2×医1.50+1.65)

旅費 755 千

行政視察旅費

使用料及び賃借料 150 千

費ࠉ務ࠉ総ࠉ款ࠉ02

総務管理費ࠉ項ࠉ01 企ࠉ⏬ࠉ課

諸費ࠉ目ࠉ10 医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 71,072 25,741 3,000 7,353 34,978

補ࠉ正ࠉ額 22,925 3,817 17,000 0 2,108

補正後の額 93,997 29,558 20,000 7,353 37,086

○ 事業説明ࠉ

࣭当初予算࠾いて࣐ࢹンࣂࢻス㸯ྎの更新を計⏬していたࠊࡀ中型ࣂスの故障ࡀ

増加してࡁたためࠊ計⏬を変更し中型ࣂス㸯ྎを購入するࡶのࠋ

○ 執行経費

࣭備品購入費㸦中型ࣂス㸯ྎ㸧 22,000 千

࣭納車経費㸦手数料ࠊ公課費㸧 50 千

࣭使用料及び賃借料㸦故障時の車輌ࣞンタル代㸧 875 千

○ ㈈ࠉ源

࣭県支出金㸦中山間地域路線維持費補助金㸧 3,817 千

࣭⏫債㸦過疎債㸧 17,000 千

備ࠉ考

議会活動ࠉ1195

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分 金ࠉ額

01 項ࠉ議ࠉ会ࠉ費

01 目ࠉ議ࠉ会ࠉ費

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分 金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳
備ࠉ考

公共交通確保総ྜ対ࠉ1031
策事業
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ᖹ成 㸰８ ᖺ度ࠉ一般会計補正予算医第㸯号)説明資料

費ࠉ生ࠉ衛ࠉ款ࠉ04

保健衛生費ࠉ項ࠉ01 住ࠉ民ࠉ課

環境衛生費ࠉ目ࠉ04 医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 11,564 0 3,000 1,500 7,064

補ࠉ正ࠉ額 431 0 0 0 431

補正後の額 11,995 0 3,000 1,500 7,495

○ 事業説明

日野川等流域の水質࣭生態系調査

日野川等流域の河川水の栄養塩類等の濃度を測定して周辺環境との関ಀを調査するࠋ

○ 執行経費

委託料 431 千

調査委託料ࠉ

費ࠉ生ࠉ衛ࠉ款ࠉ04

保健衛生費ࠉ項ࠉ01 住ࠉ民ࠉ課

環境衛生費ࠉ目ࠉ04 医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 10,507 1,580 0 4,636 4,291

補ࠉ正ࠉ額 4,320 0 0 0 4,320

補正後の額 14,827 1,580 0 4,636 8,611

○ 事業説明

新石見ᑠ水力発電所࠾けるᑟ水路修繕工事の設計委託業務のため増額補正

○ 執行経費

委託料 4,320 千

工事設計業務委託ࠉ

新エネルギー推進事ࠉ1409
業

1393 環境保全対策事業

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分 金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

備ࠉ考

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分 金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

備ࠉ考
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ᖹ成 㸰８ ᖺ度ࠉ一般会計補正予算医第㸯号)説明資料

費ࠉ生ࠉ民ࠉ款ࠉ03

社会福祉費ࠉ項ࠉ01 福祉保健課

社会福祉総務費ࠉ目ࠉ01 医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 48,863 48,863 0 0 0

補ࠉ正ࠉ額 1,273 1,273 0 0 0

補正後の額 50,136 50,136 0 0 0

○

○ 執行経費

共済費 㸦事務補助職員社会保険料㸧 115 千

賃金 㸦事務補助職員賃金㸧 714 千

㸦事務補助職員通勤手当㸧 36 千

需用費 㸦ᖺ金生活者等支援臨時福祉給付金事務費㸧 30 千

役務費 㸦ᖺ金生活者等支援臨時福祉給付金事務費㸧 368 千

使用料及び賃借料 㸦ᖺ金生活者等支援臨時福祉給付金事務費㸧 10 千

○ ㈈源

国庫支出金㸦臨時福祉給付金事務費補助金ࠉ補助率10/10㸧 1,273 千

農林水産業費ࠉ款ࠉ06

費ࠉ業ࠉ農ࠉ項ࠉ01 農ࠉ林ࠉ課

農業総務費ࠉ目ࠉ02 医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 70,496 12,654 0 0 57,842

補ࠉ正ࠉ額 4,000 1,851 0 0 2,149

補正後の額 74,496 14,505 0 0 59,991

○

○ 執行経費

就農条件整備事業補助金㸦補助率2/3㸧 4,000 千

伴う増額(ウス1棟増棟医当初2棟ࣁ࣭ࠉ 事業費2,000ࠉ千

伴う増額ウス5棟増棟医当初3棟)等ࣁ࣭ࠉ 事業費4,000ࠉ千

○ ㈈源

県支出金㸦鳥ྲྀ県就農条件整備事業補助金ࠉ補助率1/3㸧 1,851 千

1140 農業後継者育成対策事
業

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分 金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

備ࠉ考

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分

事業説明

࣭認定就農者2名の就農計⏬変更㸦規模拡大㸧伴う増額

金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

備ࠉ考

臨時福祉給付金࣭子ࠉ1541
育て給付金事業

事業説明

ᖺ金生活者等支援臨時福祉給付金の事務費所要額見込みࡼる補正ࠋ
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ᖹ成 㸰８ ᖺ度ࠉ一般会計補正予算医第㸯号)説明資料

農林水産業費ࠉ款ࠉ06

費ࠉ業ࠉ農ࠉ項ࠉ01 農ࠉ林ࠉ課

農業振興費ࠉ目ࠉ03 医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 46,231 15,401 11,600 0 19,230

補ࠉ正ࠉ額 △ 5,075 △ 1,691 0 0 △ 3,384

補正後の額 41,156 13,710 11,600 0 15,846

○

○ 執行経費

ラン支援事業補助金㸦補助率1/2㸧ࣉる農家ࡤࢇࡀ △5,075 千

伴う減額事業移行࣭ࠉ 事業費10,151△ࠉ千

※対象経費ࡣ税抜ࡁ

○ ㈈源

県支出金㸦鳥ྲྀ県ࡤࢇࡀる農家ࣉラン支援事業費補助金ࠉ補助率1/3㸧 △1,691 千

農林水産業費ࠉ款ࠉ06

費ࠉ業ࠉ農ࠉ項ࠉ01 農ࠉ林ࠉ課

農業振興費ࠉ目ࠉ03 医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 186,116 140,184 0 0 45,932

補ࠉ正ࠉ額 2 0 0 2 0

補正後の額 186,118 140,184 0 2 45,932

○

○ 執行経費

償還金利子及び割引料 2 千

○ ㈈源

雑入㸦中山間地域等直接支払交付金集落交付金過ᖺ度分返還金㸧 2 千

金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

備ࠉ考

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分 金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

備ࠉ考

1146 21世紀水田農業確立対
策事業

事業説明

࣭集落営農体制強化支援事業移行伴う減額

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分

1159  中山間地域等直接支
払推進事業

事業説明

࣭公共工事用地買収ಀる農用地面積の減伴う過ᖺ度分農地をᏲる直接支払事業交付金
㸦国及び県費分㸧の返還金㸦急傾斜地1ࠉ集落72㎡の減ࠉ国費756࣭県費378㸧
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ᖹ成 㸰８ ᖺ度ࠉ一般会計補正予算医第㸯号)説明資料

農林水産業費ࠉ款ࠉ06

費ࠉ業ࠉ農ࠉ項ࠉ01 農ࠉ林ࠉ課

農業振興費ࠉ目ࠉ03 医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 14,236 3,385 0 0 10,851

補ࠉ正ࠉ額 1,040 0 0 0 1,040

補正後の額 15,276 3,385 0 0 11,891

○

ᖹ成28ᖺ7᭶26日開催予定の࠾ࠕ米ＥＸ㹎㹍2016ࠖ㸦東京㸧参加しࠊ特産品の販売やࠊ

高性能機械の作業風景や豊か࡞自然を紹介しࠊ大都市向け⏫の魅力をࣆールするࠋ

○ 執行経費

役務費 240 千

委託料 500 千

使用料及び賃借料 300 千

農林水産業費ࠉ款ࠉ06

費ࠉ業ࠉ農ࠉ項ࠉ01 農ࠉ林ࠉ課

農業振興費ࠉ目ࠉ03 医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 1,839 1,225 0 0 614

補ࠉ正ࠉ額 5,482 3,654 0 0 1,828

補正後の額 7,321 4,879 0 0 2,442

○

○ 執行経費

集落営農体制強化支援事業費補助金㸦補助率1/2㸧 5,482 千

࣭事業移行伴う増額 事業費10,963ࠉ千

※対象経費ࡣ税込み

○ ㈈源

県支出金㸦鳥ྲྀ県集落営農体制強化支援事業費補助金ࠉ補助率1/3㸧 3,654 千

備ࠉ考金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

化ࢻランࣈࢇ࡞ちࠉ1472
ಁ進事業

事業説明

金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

備ࠉ考

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分

集落営農支援事業ࠉ1474

事業説明

伴う増額集落営農体制強化支援事業への移行ࡽラン支援事業かࣉる農家ࡤࢇࡀ࣭
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ᖹ成 㸰８ ᖺ度ࠉ一般会計補正予算医第㸯号)説明資料

農林水産業費ࠉ款ࠉ06

費ࠉ業ࠉ農ࠉ項ࠉ01 農ࠉ林ࠉ課

農業振興費ࠉ目ࠉ03 医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 10,722 6,234 2,100 2,005 383

補ࠉ正ࠉ額 1,050 0 0 1,050 0

補正後の額 11,772 6,234 2,100 3,055 383

○

○ 執行経費

㈇担金補助及び交付金 1,050 千

○ ㈈源

分担金㸦地元分担金㸧 1,050 千

農林水産業費ࠉ款ࠉ06

費ࠉ業ࠉ農ࠉ項ࠉ01 農ࠉ林ࠉ課

農業振興費ࠉ目ࠉ03 医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 16,015 10,498 0 840 4,677

補ࠉ正ࠉ額 24 0 0 0 24

補正後の額 16,039 10,498 0 840 4,701

○

ᖹ成27ᖺ度鳥獣被害防Ṇ総ྜ対策交付金事業㸦国庫事業㸧の緊急捕獲活動実績ಀる

ニホンࢪカ捕獲頭数の減伴う交付金の返還㸦ᖹ成27ᖺ度捕獲実績7ࠉ頭㸧

○ 執行経費

24 千

金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

備ࠉ考

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分

鳥獣被害対策事業ࠉ1516

事業説明

償還金利子及び割引料

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分

経営所得安定対策事ࠉ1514
業

県営阿毘縁地区基盤整備事業ಀる地元㈇担金徴収ࡼる補正

金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

備ࠉ考

事業説明
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ᖹ成 㸰８ ᖺ度ࠉ一般会計補正予算医第㸯号)説明資料

農林水産業費ࠉ款ࠉ06

農ࠉ林ࠉ課

医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 106,822 43,455 0 63,367 0

補ࠉ正ࠉ額 432 0 0 432 0

補正後の額 107,254 43,455 0 63,799 0

○ 事業説明

⏫᭷林をࣇールࢻとしてࠊ森林育成活動等の（SR活動を実施する企業を誘致するため

関ಀ経費を補正するࡶの

○ 執行経費 432 千

原材料費 新規森林育成活動企業用苗木代

2千×200ᮏ×1.08

○ ㈈ࠉࠉ源

⏫᭷林間伐材売払収入 432 千

農林水産業費ࠉ款ࠉ06

費ࠉ業ࠉ農ࠉ項ࠉ01 建 設 課

費ࠉ地ࠉ農ࠉ目ࠉ05 医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 5,311 0 0 0 5,311

補ࠉ正ࠉ額 100 0 0 0 100

補正後の額 5,411 0 0 0 5,411

○ 事業説明

農道ࢺンネル㸦丸山ࢺンネルࠊ大坂ࢺンネル㸧利用者の安全確保のためᮏᖺ度かࡽ電灯を

点灯したとこࠊࢁ当初見込ࡶࡾࡼ大幅費用ࡀかかるため増額補正するࡶの

○ 執行経費

需用費㸦電気料㸧 100 千

林業費ࠉ項ࠉ02

林業振興費ࠉ目ࠉ02

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分 金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

備ࠉ考

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分 金ࠉ額

造林事業⏫ࠉ1178

農道等維持管理事業ࠉ1113

㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳
備ࠉ考
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ᖹ成 㸰８ ᖺ度ࠉ一般会計補正予算医第㸯号)説明資料

農林水産業費ࠉ款ࠉ06

費ࠉ業ࠉ農ࠉ項ࠉ01 建ࠉ設ࠉ課

農 地 費ࠉ目ࠉ05 医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 15,117 8,377 0 0 6,740

補ࠉ正ࠉ額 5,700 5,700 0 0 0

補正後の額 20,817 14,077 0 0 6,740

○

○ 執行経費

賃金 1,470 千

報償費 476 千

需用費 34 千

委託料 3,720 千

○ ㈈源

県支出金㸦鳥ྲྀ県委託金ࠉ補助率10/10㸧 5,700 千

建ࠉ設ࠉ課

医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 0 0 0 0 0

補ࠉ正ࠉ額 59,050 21,250 0 1,200 36,600

補正後の額 59,050 21,250 0 1,200 36,600

○ 事業説明ࠉ

ᖹ成28ᖺ1᭶25日寒波ࡾࡼ被災した三ྜྷ地区斜面崩壊の復旧事業ಀる経費

斜面崩壊復旧事業かかる経費㸦霞ࠊ福塚ࠊ福万来地区㸧

○ 執行経費

委託料 6,000 千

工事請㈇費 52,500 千

公᭷㈈産購入費 550 千

○ ㈈ࠉࠉ源

県支出金ࠉ鳥ྲྀ県単県斜面崩壊復旧事業補助金

33,300千×50％ࠉ事業費ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ 16,650 千

鳥ྲྀ県ᑠ規模急傾斜地崩壊対策事業補助金ࠉࠉࠉࠉࠉ

11,500千×40％ࠉ事業費ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ 4,600 千

分担金ࠉࠉ鳥ྲྀ県単県斜面崩壊復旧事業分担金㸦地元㸧

400千×3戸ࠉ分担金ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ 1,200 千

単県土地改良事業ࠉ1362

㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳
備ࠉ考

06 款ࠉ農林水産業費

02 項ࠉ林ࠉ業ࠉ費

03 目ࠉ林ࠉ道ࠉ費

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分

治山事業ࠉ1187

金ࠉ額

金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

備ࠉ考

事業説明

県営阿毘縁地区基盤整備事業ಀる換地業務ཷ託ࡼる補正
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ᖹ成 㸰８ ᖺ度ࠉ一般会計補正予算医第㸯号)説明資料

建ࠉ設ࠉ課

医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 5,752 0 0 5,752 0

補ࠉ正ࠉ額 1,469 0 0 0 1,469

補正後の額 7,221 0 0 5,752 1,469

○ 事業説明ࠉ

5᭶の暴風ࡾࡼ田ࣀ原団地ෆのᖹ屋建て家屋㸦2棟㸧の屋根ࡀ被災しࠊ雨漏ࡾ等の

恐ࡀࢀあるため早期修繕工事を行うࠋ

○ 執行経費

需用費㸦建物設備修繕料㸧 1,469 千

10 款ࠉ教ࠉ育ࠉ費

05 項ࠉ 社会教育費 教ࠉ育ࠉ課

医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 707 0 0 62 645

補ࠉ正ࠉ額 16 0 0 0 16

補正後の額 723 0 0 62 661

○ 事業説明

日༡⏫ス࣏ーツ少ᖺ団派遣費補助

○ 執行経費

日༡⏫ス࣏ーツ少ᖺ団派遣費補助金

࣭中国地区ᑠ学生ソࢺࣇテニス選手権大会㸦山口県周༡市㸧 16 千

金ࠉ額

区ࠉ分 金ࠉ額 備ࠉ考

08 款ࠉ土ࠉ木ࠉ費

05 項ࠉ住ࠉ宅ࠉ費

01 目ࠉ住宅管理費

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分

㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

青少ᖺ健全育成事業ࠉ1249

㈇担金補助及び交付金

㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳
備ࠉ考

住宅管理事務ࠉ1123

01 目ࠉ社会教育総務費

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名
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ᖹ成㸰８ ᖺ度ࠉ国民健康保険特別会計補正予算医第㸯号)説明資料

01 款ࠉ 総務費

住 民 課

医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 16,681 0 0 3,043 13,638

補ࠉ正ࠉ額 2,463 937 0 1,526 0

補正後の額 19,144 937 0 4,569 13,638

○

ᖹ成30ᖺ度かࡽの国保都道府県一元化のための既存国保システム改修委託料

○ 執行経費

委託料 2,463 千

国保事業費納付金等算定標準システム連携分 937,980 

国保情報集約システム連携分 1,524,420 

○ ㈈ࠉࠉ源

特別調整交付金㸦国㸧 937 千

国保㈈政調整基金繰入金 1,526 千

02 款ࠉ 保険給付費

住 民 課

医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 390,000 71,337 0 289,088 29,085

補ࠉ正ࠉ額 0 10,134 0 △ 10,134 0

補正後の額 390,000 81,471 0 278,954 29,575

○

㈈源の組替

○ ㈈ࠉࠉ源

療養給付費等㈇担金 4,177 千

調整交付金㸦県㸧 5,957 千

前期高齢者交付金 △ 10,817 千

国保㈈政調整基金繰入金 683 千

保険給付事業ࠉ1076

事業説明

備ࠉ考

1071

国保事業一般管理事務

事業説明

01 項ࠉ 療養諸費

01 目ࠉ 一般被保険者療養給付費

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分 金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

備ࠉ考

01 項ࠉ 総務管理費

01 目ࠉ 一般管理費

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分 金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳
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ᖹ成㸰８ ᖺ度ࠉ国民健康保険特別会計補正予算医第㸯号)説明資料

09 款ࠉ 介護納付金

住 民 課

医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 28,779 13,011 0 13,586 2,182

補ࠉ正ࠉ額 △ 4,177 △ 1,204 0 △ 2,973 0

補正後の額 24,602 11,807 0 10,613 2,182

○

○ 執行経費

㈇担金補助及び交付金 △ 4,177 千

○ ㈈ࠉࠉ源

介護納付金㈇担金 △ 1,204 千

療養給付費交付金㸦退職被保険者等་療費交付金㸧 △ 2,973 千

10 款ࠉ 後期高齢者支援金等

住 民 課

医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 69,032 37,676 0 31,356 0

補ࠉ正ࠉ額 △ 5,957 △ 8,930 0 2,973 0

補正後の額 63,075 28,746 0 34,329 0

○

ᖹ成㸰８ᖺ度後期高齢者་療費支援金額確定ࡼる減額

○ 執行経費

㈇担金補助及び交付金 △ 5,957 千

○ ㈈ࠉࠉ源

療養給付費等㈇担金㸦後期高齢者་療支援金㈇担金㸧 △ 2,973 千

調整交付金㸦県㸧 △ 5,957 千

療養給付費交付金㸦退職被保険者等་療費交付金㸧 2,973 千

1476

後期高齢者支援金

事業説明

介護納付金ࠉ1100

事業説明

ᖹ成㸰８ᖺ度介護納付金額確定ࡼる減額

01 項ࠉ 後期高齢者支援金等

01 目ࠉ 後期高齢者支援金

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分 金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

備ࠉ考

01 項ࠉ 介護納付金

01 目ࠉ 介護納付金

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分 金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

備ࠉ考
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ࠉ費ࠉ務ࠉ業ࠉ款ࠉ01

ࠉ施設管理費ࠉ項ࠉ01 建ࠉ設ࠉ課

ࠉ施設管理費ࠉ目ࠉ01 医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 62,653 0 5,200 33,488 23,965

補ࠉ正ࠉ額 150 0 0 150 0

補正後の額 62,803 0 5,200 33,638 23,965

○ 事業説明

過誤納ࡼる過ᖺ度水道料の還付必要࡞予算の増額ࠋ

○ 執行経費

償還金利子及び割引料㸦過誤納還付金㸧 150 千

○ ㈈ࠉࠉ源

水道料金 150 千

ࠉ費ࠉ務ࠉ業ࠉ款ࠉ01

建ࠉ設ࠉ課

一般管理費ࠉ目ࠉ01 医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 58,354 0 7,800 50,554 0

補ࠉ正ࠉ額 70 0 0 70 0

補正後の額 58,424 0 7,800 50,624 0

○ 事業説明

過誤納ࡼる過ᖺ度下水道料の還付必要࡞予算の増額ࠋ

○ 執行経費

償還金利子及び割引料㸦過誤納還付金㸧 70 千

ࠉ

○ ㈈ࠉࠉ源

下水道料金 70 千

農業集落排水一般管ࠉ1132
理業務

簡易水道事業ࠉ1127

ᖹ成㸰８ᖺ度ࠉ農業集落排水事業特別会計補正予算㸦第㸯号㸧説明資料

施設管理費ࠉ項ࠉ01

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分 金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

備ࠉ考

ᖹ成㸰８ᖺ度ࠉ簡易水道事業特別会計補正予算㸦第㸯号㸧説明資料

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分 金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

備ࠉ考
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発電事業費ࠉ款ࠉ01

発電事業費ࠉ項ࠉ01 住ࠉ民ࠉ課

発電事業費ࠉ目ࠉ01 医単位:千)

国県支出金 地方債 その他 一般㈈源

補正前の額 1,901 0 0 0 1,901

補ࠉ正ࠉ額 444 0 0 444 0

補正後の額 2,345 0 0 444 1,901

○ 事業説明

石見ᑠ水力発電所のᑟ水路管理業務等を委託しࠊ安全管理の体制を充実させるࠋ

○ 執行経費

委託料 444 千

水路管理委託料等ࠉ

○ ㈈ࠉࠉ源

繰越金㸦前ᖺ度繰越金㸧 444 千

再生ྍ能エネルギーࠉ1536
発電事業

ᖹ成㸰８ᖺ度ࠉ再生ྍ能エネルギー発電事業特別会計補正予算医第㸯号)説明資料

事ࠉࠉࠉ業ࠉࠉࠉ名 区ࠉ分 金ࠉ額
㈈ࠉࠉࠉ源ࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉ訳

備ࠉ考
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平成２８年第４回日南町議会定例会 

 

陳 情 文 書 表 

 

受理番号 受理年月日 件名 陳情の要旨 陳情者の住所及び氏名 付託委員会 

第３号 
平成２８年 

５月１９日 
地方財政の充実・強化を求める陳情 

別紙写し 

のとおり 

鳥取市南町５０５番地 

自治労鳥取県本部 

執行委員長 西村 裕生 ほか１名 

総務教育常任委員会 

第４号 
平成２８年 

６月７日 

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度 2分の 1復元をはか

るための、2017年度政府予算に係る意見書採択の陳情書 

別紙写し 

のとおり 

米子市博労町４丁目３５２ 

鳥取県教職員組合西部支部 

支部長 藤本 敏秀 ほか１名 

総務教育常任委員会 

第５号 
平成２８年 

６月１０日 

保育士の処遇改善並びに職員配置基準の引き上げの緊急対応

と財源確保を求める陳情書 

別紙写し 

のとおり 

鳥取県東伯郡湯梨浜町泊７１１ 

鳥取の保育を考える会 

会長 石井 由加利 

経済福祉常任委員会 

 































議案第 71号 

 

 

  人権擁護委員候補者の推薦にあたり議会の意見を求めることについて 

 

 

 人権擁護委員候補者として、平成 28年 12月 31日任期満了となる山内紀代美を引き続き推薦

したいので、人権擁護委員法（昭和 24年法律第 139号）第 6条第 3項の規定に基づき、議会の

意見を求める。 

 

 

  平成 28年 6月 21日提出 

 

 

                           日南町長  増 原  聡 

 

 

番号 氏  名 住  所 性別 生年月日 職業 前任者氏名 

1 山 内
やまうち

 紀代
き よ

美
み
 日南町多里 662番地 女 

昭和 22年 

10月 15日 
無職 同人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


